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コンプライアンスは一時的な取り組みではなく、常時取り組むべき課題です。当協議会では、

役員および構成員が一丸となってコンプライアンスの徹底と推進を図るため、コンプライアン

ス教育・研修体系を整備し、階層別・役割別での課題に取り組んでいます。 

 

コンプライアンス宣言 
 

グリーン建築推進協議会団体（グリーン建築推進協議会並びに認定施工店、認定材木店とその

構成員）以下グリーン建築推進協議会団体とするに所属する団体は、法令の遵守を徹底すると

ともに、社内規定、マニュアル、企業倫理、社会貢献を自発的に遵守し、更に企業としてのリ

スクの回避の為にルールを設定し、運用していく環境整備に取り組み事を宣言します。 

 

 
 

コンプライアンスの徹底により信用力、ブランド力の向上の為には法令に留まらず、企業理念

や社会貢献までを範囲とし、これらを基礎に企業文化や社風を改善して行くことが必要です。

法律は完璧ではなく不完全なもので、社会の要求や期待の全てを満たすものではありません。

そのため、解釈がわかれたり、その不完全を補うために次々に新しい法律が作られます。コン

プライアンスの遵守とはただ違法行為だけをしなければよいというのでは問題でなく、その先

にある企業倫理や社会貢献までも広く遵守できるような環境整備が期待されていると理解し行

動していきます。 

 

 

 

 



グリーン建築推進協議会団体コンプライアンス方針 

法令はもとより、企業倫理、社会貢献を遵守し、さまざまなステークホルダー（利害関係者）

からの期待に応え、オープンでフェアなグループ活動を進めていきます。 

コンプライアンスの確立には、日常業務の中での地道で着実な取り組みが必要で、そのために

に各種研修や会合などの仕組みを作るとともに、グループ全員のコンプライアンス意識高揚の

為の人材の育成に取り組んでいきます。 

グリーン建築推進協議会団体でおこなうコンプライアンス活動とは 

 

守 地球環境保全 

伝 日本の住文化 

創 循環型社会 を３つの柱とし活動をおこないます。 

グリーン建築推進協議会団体の企業活動において、解体廃棄の際の産業廃棄物を抑制する為の

伝統資財などの再活用促進や、新築住宅建築時に地産地消の国産木材を自然乾燥により使用す

る事で廃棄時や運搬による二酸化炭素量の削減に取り組み、地球温暖化を抑制し、地球環境を

守ります。また、古民家を調査、保存、再活用する事業を通して日本の住文化を研究し、広く

その情報を開示していくとともに、移築再活用を行い、未来の子供達の為に日本の住文化を伝

えていきます。現存する活用できる建築資材の再活用を提案し、促進し、これから建築する建



築物にも再生可能な資源を活用する事で循環型の建築資材を使うという新しい市場を創造しま

す。 

グリーン建築推進協議会団体のマニュアル遵守の徹底 
 

商品について、グリーン建築推進協議会団体の扱う商品については法令を遵守し、適正な価格

での販売をおこなう。 

 

解体工事をおこなう際は法令を遵守し、適正な産業廃棄物の処理手順を踏み、且つ再活用可能

な伝統資財を流通できるように努力します。 

 

建築工事においては各種法令の遵守はもちろん、長期耐用可能な提案や、伝統資財の再活用、

再生可能な自然素材の活用を推進していきます。 

 

 

リスクマネージメントについて 
１２・２４時間ルール 
 

近年、グリーン建築推進協議会団体並びに当グループを取り巻くリスクは内容・範囲ともに拡

大しています。グリーン建築推進協議会団体では、企業活動に重大な影響を及ぼすおそれのあ

る緊急事態が発生した際にその情報を迅速かつ的確に経営層に伝達し、グループ間で情報を共

有するために「2４時間ルール」体制を定め実施いたします。情報の早期伝達により迅速かつ適

切な初動対応が図れるとともに、情報収集や分析によりステークホルダー（利害関係者）に対

する適時適切な情報開示につながり、また報告を集約、蓄積し、グループ全体での情報共有に

より、事前の防止策を講じることも可能となります。 

 
 



コンプライアンス委員会の設置 

コンプライアンス委員会を社内に設置し、委員長として代表取締役井上幸一を選任。活動主体

として業務に密接に関係する建築士法、建設業法、建設リサイクル法などのほか、グループ全

体の許認可事業に関わる関連法規も対象としてグループ全体のコンプライアンス意識の向上に

取り組んでいます。企業内マニュアルの策定に当たり各種チェックツールを活用した課題の抽

出と PDCA サイクルによる実効ある改善活動を推進します。またグループ内の外注先の許認可

管理の徹底を図り、建設業など外部の専門事業者等との複層的な契約を前提とする事業につい

て、外注先の許認可管理を徹底していきます。また取引先との良好な関係の維持・発展のため、

コンプライアンス担当向けに外部の専門家を招いての勉強会の企画を行っています。 

 

災害リスクについて 

方針・計画 

企業の努力では発生の防止が極めて困難で、かつ業務への重大な影響を及ぼしかねないリスク

に対し対応策を協議、企業マニュアルかを策定し、マニュアルに沿って活動していきます。 

 

「安否確認システム」をグリーン建築推進協議会団体に構築 

グリーン建築推進協議会団体事業所と事業運営者を対象にインターネットを活用したシステム

を導入。配信されたメールに、各自が状況を返信し、FaceBook などの SNS を持ちいてグルー

プ内で情報を共有します。各部署の連絡先を記入し組織図とともにグリーン建築推進協議会団

体事務局従業員全員への連絡用携帯電話の供与などと合わせ、複数の安否確認ルートを確立、

東日本大震災でも、グリーン建築推進協議会団体全員の迅速な安全確認に効果を発揮しました。 

 

運営主体の細分化によるリスク低減 



2011 年度には、愛媛本社に合わせ、東京支社も設置、両拠点においても同じ企業活動が遂行で

きるように IT 能力の研鑽と共にデーターの安全性を高めるシステム導入を数カ年計画、災害リ

スクの分散を図っています。 

大災害時発生時の救援活動のマニュアル策定 

2011 年発生の東日本大震災での救援活動を参考とし、各地域での自然災害発生時のコミュニケ

ーション手段の確保、迅速な意思決定並びに通達をするため、また支援活動を行う為のマニュ

アルを策定していきます。 

新型インフルエンザ対策 

今後も毎年流行が懸念される新型インフルエンザなどに対しての対応方針・マニュアル策定、

インフラ・衛生備品の整備などを行っていきます。 

 

【実績】 東日本大震災への対応 

発生当日の 2011 年 3 月 11 日に、グリーン建築推進協議会の役員を中心に「東日本大震災対策

本部」を設立、グリーン建築推進協議会団体各店の安全確認、被災地域の状況確認を行い、ス

テークホルダ－の安否確認や役員の現地派遣など、グリーン建築推進協議会団体での初動対応

状況について協議し、社内外に向けて情報を発信するとともに、連日、対策本部メンバーによ

る状況確認と対策協議を IT を持い実施しました。 

活動の具体的内容は 

義援金 

3月12日から22日の10日間でグリーン建築推進協議会団体並びに一般の方より 750,000円（47

名）にのぼる義援金を集め、被害の大きかった地域、宮城県古民家再生協会 ・福島県古民家再

生協会 ・岩手県伝統資財再生機構の各一般社団法人を通して行政と連携を行い、救援物資や復

興作業のために寄付させて頂きました。 

古民家の無償貸与物件の募集（2011年4月より継続中） 



震災被災者の移住の為に全国の空き古民家を一定期間無償で貸して頂く物件を集め、それを被

災地域で住居に困窮されている方へ紹介させて頂いています。市町村が発行する罹災証明書に

より申し込み時に被災者の確認が出来る方 、福島県に居住している方（住民票、運転免許証な

どの公的証明書が必要です）を対象者とし、インターネットの専用ホームページや現地で避難

所を回り告知を行い、集まった空き古民家３５０軒の入居の為のマッチングの活動を継続して

います。 

被災地福島県での古民家無償貸与マッチング 

2011年5月3日、東日本大震災の被災地である福島県にて古民家無償貸与マッチングの活動を行

いました。 １５０件以上の物件情報を持ち、三班に別れて避難所臨時窓口や避難所などを訪問

させていただきました。 

 

半壊、一部損壊の住宅について 資材再活用相談ダイヤル・無料診断 

2011年5月9日より実施中。支援第３弾として多くの半壊、一部損壊の住宅に関して循環型資財

活用相談専用ダイヤルを設けて無料相談をお受けしています。相談をお受けし、伝統資財施工

士（厚生労働省認可 財団法人職業技能振興会認定資格）が現地にお伺いし、現場にて循環型

資財として再利用可能かどうかの、無料診断をさせて頂きます。 伝統資財施工が調査したもの

に関しては鑑定書が付き、再生などを行う上で計画を立てやすくなりますます。 今後被災地で

は、復興に向けて新しい再建築が進んで参りますが、全てを廃棄し再建築することは、環境の

面からだけではなく、コストの面（廃棄コスト含む）からもマイナスが多く、再活用できるも

のはプロの視点で再活用を進めて参りたいと考えており、それこそが環境に優しい復興に繋が

ると確信しております。 

 

震災にて被災した住宅再建築の支援 

２０１１年8月１日より２０１１年７月末までの予定で、被災地で多くの木材が廃棄処分されて

いることへの支援策と致しまして下記の取組を実施しております。【実施内容 】①今回の震災

で被災した住宅の再建築にあたり、地域の木材を活用することを条件に（グリーン建築基準に

準ずる）その被災した建物の木材（古材）の買取りをおこないます。 ②当協議会が認定する安



全と安心の確認をされた古材を活用した住宅を建築する場合、その古材の代金を無料と致しま

す。 

 

ステークホルダー（利害関係者）との関わりについて 

我々の企業活動は、お客様やグループ企業、取引先、地域の方々や当協議会の社員をはじめ釈

迦の中で人々との関わりもち成り立っています。あらゆる立場の人々とコミュニケーションを

図り社会からの期待に応え企業活動を行っていきます。 

 

ステークホルダー 関わり合い 

お客様 

お客様とは、解体、商品販売、建築後と様々な場面でのコミニ

ュニケーションが発生します。「お客様に本当の情報をお伝え

する」という行動指針のもと、お客様の期待と信頼に応える努

力をしています 



構成法人 

設計事務所・工務店・各種工事店などの施工企業や、木材店な

どの仕入企業と密接なコミュニケーションをとりながら、製品

の品質向上や環境負荷の低減、労働安全衛生の向上を情報交換

や技能向上の為の研修会や問題点の討議を行う会合などを通

して日々推進しています 

取引企業 

密接なコミュニケーションを日々とりながら、製品の品質向上

や環境負荷の低減、労働安全衛生の向上を情報交換や問題点の

討議を行い指導是正を行い推進しています 

構成法人に属する 

社員 

月次での決算実施や自己評価制度による社員スキルの向上を

行いモチベーションの維持、並びに多様な社員が活躍できる働

きやすい職場環境づくりに向けて、経営陣が社員の声を聞く風

通しのいい社内体制を設けています 

地域社会 

グリーン建築推進協議会団体の社会貢献への姿勢を知ってい

ただくため、積極的な広報活動や各種イベントを通し、地域の

皆様とのコミュニケーションを大切にしています 

 

ステークホルダー（利害関係者）との積極的なコミュニケーション 

私たちは企業活動の透明性を確保する為に、株主総会やIR活動を通し株主や投資家の方々と情

報交換を進め、お客様はもちろんのこと、グループ企業、取引先、従業員、地域社会など幅広

いステークホルダーとコミュニケーションを深め、マスメディアなどへも積極的な情報公開を

心がけ、寄せられた声を経営に活かします。 

 

地域社会との関わりについて 

古民家フォト甲子園活動  

全国の高校生が高校生の視点で今なお残る民家や町並みを写真で競う大会です。

その開催趣旨は私たちの世代は、もはや人生のゴールを展望できる位置にたち、

私たちの20世紀の都市化と工業化の文明の反省点も含め、私たちは次の世代に

何を残せるだろうか自問自答します。  民家や、昔からの町並みが美しく、心落



ち着くのは、決して美麗ではなく、又古びた、崩れかかった、廃痕の美でもな

いでしょう。  古いものは古いなりに生々と大地に根を張り、大樹のような健や

かさの中で、大自然と調和して美しく、新鮮なのです。 民家は、そこに住む人々

の日々の暮らしの中で、自然の脅威や試練にさらされ、又大自然の恵みにはぐ

くまれ、何千年もの時間を刻んで築かれた文化そのものです。  その時の時代に

合わせて、常に更新されてきた民家、そしてこれからもその時代に会うよう手

直しをされつつ、尚  一層の磨きのかかった民家や町並みとして、生き続ける事

でしょう。その為に、私たちは今、何ができるのでしょうか。  本大会では、次

世代の主役である、高校生がレンズを通して、社会に問いかける熱いメッセー

ジを皆様と共に考えていき、継承できる環境や、社会の方向性を模索し、実現

出来るものと確信しております。  

 

炭素の森 

炭素の森とは、古民家などを解体して排出される木材＝古材を廃棄物として処理するのではな

く、そのままの形で建物や家具などに使う事により、二酸化炭素の排出を抑え、地球温暖化を

抑制する、カーボンニュートラルより一歩進んだ考え方なのです。 

炭素の森育成プロジェクト 

「樹」（木）は光合成により、二酸化炭素を吸収し、酸素を排出します。「樹」は建築資材と

して伐採され、「木」となります。その段階で光合成は行われなくなり、「木」には吸収した

二酸化炭素を炭素として蓄積しています。木を形作っている成分とは炭素と水素が大量に組み

合わさった、セルロースという物質なのです。愛媛大学農学部 森林資源利用システム 杉森

准教授と行っている共同研究による試算では、例えば築60年の古民家から出た古材の松の梁材

の調査結果によると、平均含水率は15.7%（気乾状態、細胞膜に大気中では乾燥しない若干の水

を残した状態で建築材料としてはベストなコンディションです）で炭素量の平均は0.230ｇ／ｃ

ｍ3でした。複数のサンプルを調べて平均して１立米あたり230kgの炭素を含んでいると結論付

けています。一般的に「古材」は築50年以上の建築された住宅から排出されたものと私どもで

は定ており、総務省統計局 政策統括官の平成20年度データーによると昭和25年以前に建築さ

れた木造住宅は、現在約1,493,400棟残されています。これを二酸化炭素の保有量に換算すると、

「ブナ」の木1,941,966,666本分(194,196万本分）分の1年間の二酸化炭素吸収量と同じです。



「古民家」を解体して廃棄するより、解体することになっても「古材」を伝統資財とし再活用

することは、環境にいいことは数字の上からも明らかになっています。この地球を未来の子供

たちのために残していくために、古民家などに使われている。 

木材＝古材（kozai）を廃棄物として処理するのでなく、そのままの形で使うことで二酸化炭素

の排出を抑え地球環境を守っていきます 

 

炭素の森プロジェクトでは毎年２４時間テレビと協力して全国のグリーン建築推進協議会団体

で募金活動を行い寄付を行っています。 

 

 

コンプライアンス教育 

社員一人ひとりのコンプライアンス意識を高めるために、入社時のほか、全社員を対象に各種

研修を行っており、年末年始休暇前に飲酒運転防止について、決算前にはインサイダー取引防

止などの注意喚起を実施しています。またグリーン建築推進協議会構成団体に対しても各地区

で年4回開催の地区会議や、年１回の総会、厚生労働省認可財団法人職業技能振興会認定古民家

鑑定士などの有資格者に対しても各地域での例会などの場でコンプライアンスの重要性を説い

ています。 

 



コンプライアンス・カウンター 

開かれた企業経営の為にコンプライアンス・カウンター（内部通報制度）を設けてコンプライ

アンスに関わる課題の抽出に努めており、提示された情報に基づきマニュアルの改訂や、より

相談しやすい体制を整備していく予定です。 

 

個人情報の保護方針 

グリーン建築推進協議会団体では個人情報の重要性を認識し、その保護の徹底をはかり、お客

さまからの信頼を得るために、個人情報に関する法令・規範等を遵守しています。 

第三者への提供・開示について  

グリーン建築推進協議会団体では知り得たお客様の個人情報を、お客さまの同意なしに業務委

託先以外の第三者に開示・提供することはありません。ただし、法令により開示を求められた

場合には、お客さまの同意なく個人情報を開示・提供することがあります。また、インターネ

ット並びにグリーン建築推進協議会団体内での顧客名簿等の登録情報の変更等については、登

録された個人情報に関し、変更、確認、訂正、削除等を希望される場合には、適切な方法で速

やかに対応します。 保持している個人情報の安全性については、お客様の個人情報を安全に管

理・運営するよう鋭意努力しており、個人情報への外部からの不正なアクセス、個人情報の紛

失・毀損・破壊・改ざん・漏洩・社外への不正な流出などへの危険防止に対する合理的かつ適

切な安全対策を行っています。情報セキュリティに関する規程を設けて継続的な社員教育等、

適切な安全対策を実施していきます。 また、個人情報保護方針の内容については継続的に見直

しより信頼していただけるものへと変更していくとともにグリーン建築推進協議会団体で運営

しているインターネットサイトへも個人情報保護の方針について明示し、個人情報に関する法

令遵守、社会の規範となるように継続的な活動を行います。 

 

情報開示の取り扱い指針 

開示すべき情報と守るべき情報を適切に取り扱いします 



社会の信頼を獲得するために積極的な情報開示によって企業活動の透明性を高め、私たちの活

動内容を社会に知ってもらうことが重要です。私たちは法制度で求められる範囲だけでなく、

知らせるべき情報と判断したものは例え開示によって不利益をもたらす可能性があったとして

も進んで確かな情報をできる限り迅速に、また公平に開示します。 

私たちは、知り得た全ての個人情報を、不必要に持ち歩いたり、不注意でデータを誤送信した

りしないよう適正・厳格に管理し、当初の利用目的以外での使用に慎みます。 

また、私たちは市場に重大な影響を及ぼす未公開の内部情報については厳重に保護し、故意ま

たは不注意にかかわらず流出しないよう意識を高め、その情報の取り扱いに疑問がある場合は

外部機関に相談し開示するか、開示しないかの判断を行います。 

 

交通安全 

当協議会に参画する全ての法人に属する従業員に対し、社有車輌・社員持ち込み車輌の使用に

際して交通事故や交通違反の撲滅に向けて、社員教育などの強化に取り組んでいます。運転免

許証の更新および行政違反の履歴、車検および保険の状況について定期的な聞き取りを行い、

運転免許のうっかり失効、車検や保険更新忘れなどを未然に防いでいます。また、違反点数累

積者に対する警告、啓蒙、教育を今後行い自動車事故報告や違反行為の管理を強化し、その分

析により若年層の軽微な事故を削減するための人事研修に組みます。 

 

知的財産権の尊重 

私たちは自らが創出した知的財産を保護し、権利の侵害を許しません。 

また、私たちは適切な管理で営業上の秘密を守るとともに、他者の知的財産を尊重し、不正な 

手段で営業秘密を取得、または利用しません。 

 

汚職、背任行為の防止 

私たちはコンプライアンスの遵守と経営理念の実現を目指し、グリーン建築推進協議会団体で 

の有形無形の資産を活かして利益をあげることに努めます。グリーン建築推進協議会団体の一 



員として公私のけじめをつけ、会社の有形・無形の資産を保護するとともに、会社資産の私物 

化や私的使用は行いません。私たちは職務や地位を利用して、私的な接待や便益を求めたり、 

第三者に便宜を図ったりしません。またお客様や取引先などから個人的に報酬を受けたり、金 

銭の貸し借りなどは行いません。私たちはこの「私たちが大切にしたいこと」を守り、公私を 

問わず会社の信用や利益を損ない、公正さを疑われるおそれのある行為は、絶対に行いません。 

 

公正な競争 
 

私たちは公正さを疑われるような贈答・接待や賄賂等、そして他社への誹謗中傷といったアン

フェアな行為は行ず公正で自由な競争の下に健全な利益を確保します。公正を確保し企業活動

を拡大していくことが、すべてのステークホルダーに最良の利益を還元できる唯一の道だと信

じます。 

 

反社会的勢力の排斥について 

社会貢献できる企業集団として理念を掲げるグリーン建築推進協議会団体ではコンプライアン

スの遵守の為に反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の妥協を認めないとの

方針を明文化し、社内外に発信していきます。今後は建設事業に関わる企業との契約書に明文

化し、より健全な契約関係の確保に向けて取り組んでいきます。 


